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佐賀南警察署協議会開催結果の概要 

 

                                              　  　　　令和５年８月21日

会　　議 　令和５年度　　第１回　　佐賀南警察署協議会　

開催日時   令和５年６月30日（金）　15：00　～　16：30　　

開催場所 　佐賀南警察署　３階大会議室

  ○　協 議 会：横尾会長、石橋副会長、荒木副会長、

  　　　　　　　松尾委員、田中委員、栗林委員、松田委員、

  　　　　　　　平野委員、小栁委員            （９人）

  　出 席 者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  ○　警 察 署：署長、副署長、刑事官、会計官、警務課長、

                留置管理課長、生活安全課長、地域第一課長、

 　　　　　　　地域第二課長、刑事第二課長、交通課長、

               警備課長、警務係長            （13人）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　22人

議　　　事　　　概　　　要

１　開会 

 

２　会長挨拶 

令和５年度第１回佐賀南警察署協議会の開催に当たり、各委員の皆様、署

長をはじめ、佐賀南警察署の皆様には、大変お忙しい中御出席いただきまし

 て、誠にありがとうございます。

管内の治安維持に日夜奮闘されている署員の皆様の御労苦に対し、心から

 敬意を表する次第です。

良好な治安は、住みよいまちづくりの根幹であり、これを維持・向上させ

るためには、警察や自治体などの関係機関が連携し、地域社会全体で様々な

活動を継続的に行うなど、それぞれが力を発揮してこそ実現できるものと考

 えております。

本日は、警察と地域社会の架け橋である我々委員が、その一助となれるよ

うに、忌憚のない御意見を賜りたいと考えておりますので、今後ともよろし

 くお願いします。

 　

３　署長挨拶 

今日は、大雨の中お集まりいただき、ありがとうございます。 

　　皆様方には、平素から警察行政各般にわたり、御理解、御支援、御協力を

賜っておりますことに、改めて御礼申し上げます。 

以前、佐賀市内には旧佐賀警察署がありましたが、ＪＲ線を境にし、佐賀

北警察署と佐賀南警察署に分かれ、佐賀南警察署が旧諸富警察署を合併して
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 スタートし、今年で７年目になります。

佐賀南警察署には、約200人が勤務しており、佐賀県内にある10警察署の

中で一番規模が大きい警察署であり、佐賀県のセンター署と呼ばれています。 

佐賀南警察署には、交番が５か所、九州佐賀国際空港には空港警備派出所、

 警察官駐在所は10か所あります。

 管轄エリアは、10警察署の中で一番狭く、白石警察署よりも狭いです。

地理的な特徴として、佐賀南警察署管内には、県内最大の繁華街がある他、

九州佐賀国際空港、佐賀大学本庄キャンパスがあるなど、他の警察署にはな

 い特徴があり、独自の対策が必要であると考えています。

繁華街については暴力団への対策や、客引き及び迷惑行為等の防止、九州

九州佐賀国際空港についてはテロ対策、航空機事故、航空災害に対する備え、

佐賀大学については若い世代の学生と共同した防犯活動及び交通安全活動等

 を実施していこうと考えています。

また、佐賀南警察署の中では、働きやすい職場作り、ハラスメントのない

風通しの良い職場作りを目指して、女性だけの昼食会を開催しての意見交換

や若手警察官に対する匿名のアンケート等を実施しており、今後も懇親会や

レクリエーション等を開催して職場内における良好な関係を築いていこうと

 思っています。

このような取組を実施して、センター署としての役割や責任を果たしてい

きたいと思っていますが、安全安心なまちづくりは、我々警察だけでなし得

 るものではなく、地域住民の御理解と御協力が欠かせません。

今日集まっていただいた皆様は、地域住民の代表であり、皆様からいただ

 いた意見を警察活動に活かすことが重要と考えています。

協議会の益々の発展と皆様方の御健勝を祈念いたしまして、私の挨拶とさ

 せていただきます。

 

４　警察幹部紹介 

　　副署長以下11人が自己紹介を実施 

 

５  委員の自己紹介 

 　　会長以下９人が自己紹介を実施

 

６　協議 

  ⑴  業務概況 

　　　生活安全課長　～　刑法犯等認知状況 

　　　刑事第一課長　～　刑法犯検挙状況 

　　　　　　　　　　　　特異事例～　ＳＮＳを使用してアルバイト感覚で佐

賀県内に入ってきた被疑者が、無施錠の

車両を盗んで別の事件を起こしたり、交

通事故を起こす等の事案が発生している

ことから、鍵かけの励行をお願いします。 

　　　刑事第二課長　～　ニセ電話詐欺等の認知状況 

交通課長　　　～　交通事故の発生状況　 

　⑵　質疑応答・要望 

委員　自転車に関係する交通事故についてお伺いする。 
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　　　全国的にヘルメットの着用が勧められているが、ヘルメットの着

用率を教えてほしい。 

警察　着用率について統計の数字等は把握していない。 

　　　なお、当署管内で発生した自転車事故については、すべてヘルメ

 ット非着用であった。

委員　朝の街頭活動では、ヘルメット着用を促すために口頭による注意

 を行っているのか。

警察　法律（道路交通法）上、自転車のヘルメット着用は努力義務とな

っており、警察としては、着用を促すところに留まっている状況で

 ある。

 委員　近いうちに努力義務から「必ず着用」になるのか。

 警察　現時点、努力義務となっている、としかお伝えできない。

　　　なお、中学校は校則でヘルメット着用が義務づけられているとこ

ろが多いが、高校は、校則等による義務づけがなされていないため、

佐賀市とも話しながら、県教育委員会への働きかけを検討している。 

委員　やはり、大人が模範を示していくべきであり、親や周囲の大人が

模範を示さない限り、子供たちはなかなかヘルメットをしないので

 はないか。

　　　罰則がない努力義務ではあるが、自分の身を守るため、というこ

とを親が子供たちに上手に伝えれば、それなりに身について行くの

ではないか。我々が率先垂範して、子供たちに見本を示して行く必

 要があると思う。

委員　神埼地区の中学生は、ゆめタウン等に私服で遊びに行く際もヘル

メットを被っており、ヘルメットの着用率が非常に高いと感じる。

 理由が分かれば、教えてもらいたい。

 　　　佐賀市内の中学生や大人にも反映させたいと思っている。

警察　確かに神埼地区の子供たちは、ヘルメットを被っていると承知し

 ている。理由については確認してみたい。

 委員　若者の問題事案や非行等があれば、教えて欲しい。

　　　昨年度、佐賀南署管内で暴走行為があったが、最近夜に「ヴォン、

 ヴォン」とバイク等の暴走音が聞こえることがある。

警察　昨年あった暴走行為については、関係者をほぼ全員検挙している。

 　なお現在、佐賀南署として把握している暴走族グループはない。

　　　昔と異なり、暴走族というグループ化は流行っておらず、昨年の

暴走行為も、ＳＮＳを通じて集まった集団で、個々の関係性は非常

 に希薄であり、行為者の特定に苦慮している面がある。

委員　65歳以上の高齢者が関係した交通事故が全事故の約４割とのこと

 であるが、原因としては、車の誤操作が多いのか。

警察  誤操作というのは極めて少なく、事故全体の原因の約７割は認知

ミスと言われている。要は、発見が遅れたり、高齢になると視野が

狭くなるため、確認不足や、視覚の外から来ている車の見落とし等

 によるものが多い。

　　　誤操作による事故は珍しいと感じるが、誤操作による事故が発生

した場合は、運転者が高齢者である場合が多く、佐賀南署管内でも、

 今年２月に高齢者の誤操作による交通事故が発生している。
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委員　交通事故というのは、あくまでも道路上での事故であり、車が店

 舗等に突っ込んだ場合は交通事故にならないのか。

警察　道路上だけでなく、駐車場の中等で接触した場合も交通事故にな

 る。

委員　65歳以上の方が交通事故を起こせば、必ず認知症検査を受けなけ

 ればならないのか。

警察　必ずではなく、特定の違反、例えば信号無視や一時不停止のほか、

人に怪我をさせる交通事故を起こした場合は、次の免許更新の時に

 認知症検査を受ける必要がある。

 

７　諮問（効果的なハンドサインの広報啓発について） 

 　⑴　内容

　　　署長から「効果的なハンドサインの広報啓発について」の諮問を受けた。 

 　⑵　取組状況の説明

　　　交通課長が佐賀南警察署におけるハンドサインの定着に向けた取組み状

 　　況について

　　　　・　歩行環境シミュレータを活用した児童・学生に対する交通教室、

 　　　　　高齢者に対する交通講話等の実施

 　　　　・　横断歩行者妨害等、交通取締りの強化

 　　　　・　ツイッターやホームページを活用した広報の実施

 　　等を説明した。

 　⑶　意見等

委員　ハンドサインというのは、犯罪に巻き込まれているなど、救助を

求める際の意思表示のサインではなく、横断歩道を渡る時など、交

 通マナーで車に対して示すハンドサインと認識してよいか。

 警察　そのとおり。

委員　昨年８月に起こった交通死亡事故は、歩行者の横断中の交通事故

で、11月に起こった交通死亡事故は、横断歩道がない道路を横断中

 の交通事故で間違いないか。

 警察　そのとおり。

委員　横断歩道を渡る時、手を挙げていれば車は止まるが、横断歩道が

ないところではなかなか車は止まらない。基本的には、近くの横断

 歩道まで行って、横断しないといけない。

　　　小学生は手を挙げることを徹底されており、年配の方も、ある程

 度徹底されていると思うが、若者は手を挙げていないと感じる。

 　　　その辺をどうしていくかが、一つの課題と考えている。

警察　これらの取組を浸透させるため、皆さんの御意見をよろしくお願

 いする。

 

８　その他 

    次回開催は、令和５年10月又は11月を予定。 

 

９　閉会 


